


あきた白神体験センター　事務補助員（臨時）募集のお知らせ 

■募集人員 １名（年齢55歳以下の方）
■勤務期間 ４月25日から６カ月 勤務日は月曜日から金曜日の午

前８：30～午後５：15を原則としますが、場合によって
は土日や朝・夜の残業をお願いする場合もあります。

■勤務場所 あきた白神体験センター
■業務内容 受付事務、館内清掃、体験活動の補助等
■賃 金 日額5，200円（社会保険、雇用保険、有給制度あり）
■応募要件 ①八峰町在住の方

②パソコンを使える方
③接客対応ができる方

■応募締切 ４月５日（火）正午まで
■応募方法 履歴書（写真貼付）をあきた白神体験センターへ提出し

てください。
■面接日時 ４月７日（木）午前10時 あきた白神体験センターで行います。
■問合せ・申込先 あきた白神体験センター 総務係 牲77－4455

小規模土地改良事業に助成します 

町では事業規模が小さいため国や県の補助対象とならない農地や農
業施設等の農業団体が行う改良事業に対して助成します。
■対象事業主体（助成が受けられる団体）
①一戸一法人を除く土地改良区や農業生産法人等で、法人格を有す
る農業関係団体
②３戸以上の農家で組織する団体で、規約等を有し代表者の定めの
ある共同施行体、集落営農組織、水利組合等。

※個人で行う事業は対象となりません。
■事業内容
①かんがい排水事業 ・・用排水路、頭首工、ため池、揚水施設等
②ほ場整備事業・・・・・区画整理、暗渠排水等のほ場条件の整備
③ほ場内農道整備事業・・新設を除く改修、改修舗装工事等

■補助率等 事業費：40万円以上
補助率：事業費の１／２以内。補助金の上限額は100万円

■受付期間 ４月１日（金）～15日（金）
■問合せ・申込先 八峰町農業振興課 牲76－4609

平成23年度　育児サークル「ポプリの会」からのお知らせ 

入園前の乳幼児と保護者が集まって、一緒に遊んだり、ふれあったり自
主活動をしています。
育児サークル「ポプリの会」へお気軽にご参加ください。

■会 場 はつらつ苑 野外の場合もはつらつ苑に午前10：00集合
■時 間 午前10：00～正午
■対 象 子ども園入園前のお子さんと保護者
■会 費 無料（必要時集金しています）
■平成23年度の活動日は下記のとおりです。

■問合せ・参加希望連絡先 サークル連絡係 玉木麻美 牲76－3088
事務局 八峰町福祉保健課（武田） 牲76－4608

「平成23年度八峰町健康診査対象希望調査票」の提出について 

平成23年度の健診対象希望調査は、４月８日（金）の保健衛生委員会
議後、各世帯に配付します。希望調査用紙を記入のうえ、各地区保健衛生
委員に４月15日（金）までに提出してください。
■問合せ・連絡先 八峰町福祉保健課 健康推進係 牲76－4608

普通救命講習会に参加しませんか 

町では一般の方を対象に普通救命講習会を開催します。
■日 時 ４月９日（土） 午前９：00～正午
■場 所 八森保健センター
■申込期限 ４月７日（木）
■問合せ・申込先 八森保健センター 牲77－4050

この度の大地震の影響でポリオワクチンが供給停止となり、４月５日（火）
に予定していたポリオ予防接種を実施することができなくなりました。
　今後の日程については、実施のめどがつき次第お知らせいたします。
■問合せ先　　八峰町福祉保健課　健康推進係　牲76－4608

４月５日(火)　ポリオ予防接種中止のお知らせ 

■日　　時　　４月10日（日）　集合：午前9：00 
■集合場所　　あきた白神体験センター駐車場 
　コ ー ス　　御所の台トレッキングコース 
　散策時間　　２時間～２時間30分 
■参 加 料　　300円（保険料）　　　■定　　員　　25名 
■申込期限　　４月７日（木）午後４：00まで 
■問合せ・申込先　　八峰町白神ガイドの会（鈴木）　牲090－1936－9351

みんなで楽しむスミレと春の山野草のお知らせ 

平成２３年度　うきうき農園利用者募集 

町では「うきうき農園」の利用者を次のとおり募集しています。
■使用期間　　平成23年４月１日（金）～平成24年３月31日（土） 
■場　　所　　八峰町峰浜田中（峰浜中学校グラウンド裏手） 
■使 用 料　　１区画：年間3,000円（水道料込み） 
○農具等は無料で貸し出し致します。（数限定）
○町内外問わず、興味のある方はどなたでも申し込み出来ます。
■問合せ・申込先 八峰町農業振興課 牲76－4609

八峰町担い手育成応援事業 

担い手を目指す農家等の規模拡大や複合経営に必要な農業機械・施
設等の導入を応援します。希望する方は、下記までご連絡ください。
■目　　　的　　担い手の育成・確保や経営改善を応援します。 
■対　象　者　　八峰町に住居を有し、次のいずれかの要件を満たす経営体。 

①経営面積が概ね２ha以上であり、認定農業者とな
ることが確実と見込まれること。
②県から就農計画の認定を受けた新規就農者であり、
認定農業者となることが確実と見込まれること。

■補 助 率 町１／３以内（補助金の上限：50万円まで）
■対象施設等 ①水稲・大豆・そばの土地利用型作目に係る機械（施設を除く）

②八峰町奨励作目に係る機械・施設
■受 付 期 間 ４月１日（金）～４月15日（金）
■問合せ・申込先 八峰町農業振興課 牲76－4609
※認定農業者を目指す方のための事業ですが、予算に余裕がある場合
は認定農業者を採択します。

農業者戸別所得補償制度のお知らせ 

平成23年度より農業者戸別所得補償制度が本格実施されるにあたり、
各種加算措置等が創設されておりますが、その中でも規模拡大加算や畑
作物の所得補償交付金についてお知らせします。
■規模拡大加算について 
　農地利用集積円滑化団体（町：以下「町」と表記します。）が農地の出し手
と受け手の間に入って、面的集積（連担化）された農地に利用権を設定し経
営規模を拡大した場合に、受け手に加算金が交付されるものです。ただし、
町が実質的に農地の集約等の調整を行ったと認められない場合には規模
拡大加算の対象とはなりません。農地の出し手が町に白紙委任（農地の受
け手を選ばず委任）し町が調整を行い連担化した場合に対象となります。 
【対象農地】 
　戸別所得補償制度加入者が農地利用集積円滑化事業により、面的集積
（連担化）するために新たに利用権設定（設定期間６年以上）をした農地 
【交付単価】　　２万円／10a（利用権設定面積に応じて、設定した年度に交付） 
■畑作物の所得補償交付金について 
　畑作物の所得補償交付金は農業者の単収増や品質向上の努力が反映されるよう、「
数量払」と「面積払」を併用することとし、「数量払」が基本となります。「面積払」はあく
まで「数量払」の前渡し金的なもので、最終的に「数量払」の額が交付金となり、「面積払
」の交付を受けている場合には、その「面積払」の交付額が控除されて交付されます。 
【交付対象者】　対象作物の生産数量目標に従って生産を行った販売農家・集落営農 
【対象作物】　　麦、大豆、でん粉用ばれいしょ、そば、なたね 
　※畑作物の所得補償交付金は畑地も対象となります。畑地での対象作物の作付

を検討されている方は個別に対応しますので、下記まで問い合わせ下さい。 
■問合せ先　　八峰町農業振興課　牲76－4609

月 開催日 月 開催日
４月 ６日（水）・20日（水） 10月 12日（水）・25日（火）
５月 ６日（金）・17日（火） 11月 ２日（水）・16日（水）
６月 ８日（水）・22日（水） 12月 １日（木）・14日（水）
７月 ６日（水）・20日（水） １月 ６日（金）・24日（火）
８月 ３日（水）・17日（水） ２月 ８日（水）・22日（水）
９月 ６日（火）・21日（水） ３月 ７日（水）・21日（水）


